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目的　従来のワーク・ライフ・バランス（以下，WLB）と精神的健康に関する研究では横断研究
が多く要因間の因果関係を特定できない限界があった。また「仕事と家庭役割間のネガティブ
なスピルオーバー」が主に注目され「両役割間のポジティブなスピルオーバー」を考慮した研
究は少ない。本研究は，両役割間のネガティブおよびポジティブなスピルオーバーが心理的ス
トレス反応に与える影響を，縦断データを用いて検討することを目的とした。

方法　ベースライン調査（Ｔ1：2008年11月）は都内某区の保育園に子どもを通わせる共働き夫婦
を対象に実施され2,992名が回答した。フォローアップ調査（Ｔ2：2010年 1 月）は，Ｔ1調査
時にＴ2 調査への参加に同意した1,466名を対象に実施され，963名が回答した（追跡率
65.7％）。本研究では，両調査での有効回答者894名（男性394名，女性500名）を分析対象とし
た。解析は，心理的ストレス反応（Ｔ2）を従属変数とし，以下のステップで独立変数を追加
投入する階層的重回帰分析を男女別に行った。ステップ 1：基本属性（Ｔ1），ステップ 2：
心理的ストレス反応（Ｔ1），ステップ 3：仕事領域変数（Ｔ1：量的負担，裁量権，サポー
ト），ステップ 4：家庭領域変数（Ｔ1：量的負担，裁量権，サポート），ステップ 5：WLB
変数（Ｔ1：仕事から家庭へのネガティブ・スピルオーバー，家庭から仕事へのネガティブ・
スピルオーバー，仕事から家庭へのポジティブ・スピルオーバー，家庭から仕事へのポジティ
ブ・スピルオーバー）

結果　男性ではステップ 5で，仕事から家庭へのネガティブ・スピルオーバー（Ｔ1）が，心理的
ストレス反応（Ｔ2）と正の関連を示していた。女性では家庭での量的負担（Ｔ1）が正の関
連を，家庭での裁量権（Ｔ1）が負の関連を示していた。ポジティブ・スピルオーバーは，男
女ともに心理的ストレス反応（Ｔ2）と有意な関連を示さなかった。

結論　男性では仕事から家庭へのネガティブなスピルオーバーが 1年後の心理的ストレス反応の高
さに関連している一方，女性では家庭の量的負担と裁量権が 1年後の心理的ストレス反応に関
連していた。わが国の共働き夫婦の精神的健康を考える際，男性では仕事から家庭へのネガ
ティブなスピルオーバーに，女性では家庭での負担の低減と裁量権を上げることの重要性が示
唆された。本研究ではポジティブ・スピルオーバーは，男女ともに 1年後の心理的ストレス反
応と有意な関連を示さなかったが，さらに他の健康アウトカムとの関連を含め研究が行われる
べきである。

キーワード　共働き世帯，ワーク・ライフ・バランス（WLB），ネガティブ・スピルオーバー，ポ
ジティブ・スピルオーバー，役割間葛藤，精神的健康
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Ⅰ　緒　　　言

　共働き世帯の増加や少子高齢化，都市部の核
家族化など，近年日本の社会構造の変化は著し
い。このような社会情勢の変化に伴い，労働者
の健康を考える上で，ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と家庭の調和：以下，WLB）が重要
な要因として位置付けられるようになっている。
　これまで労働者のストレスや精神的健康につ
いて論じる際，職場に関連する要因が多く取り
上げられてきた。たとえば，「仕事の要求度－
コントロール－サポートモデル」では，仕事の
量的負担が多く，裁量権が低く，社会的支援が
少ないと労働者の精神的健康を悪化させること
が指摘されているほか1），「努力－報酬不均衡
モデル」では，職場で必要とされる努力とそこ
で得られる報酬との不均衡が精神的健康を悪化
させる2）ことが指摘されている。しかし，欧米
では，1990年ごろより職場以外の要因，すなわ
ちWLBが精神的健康に及ぼす影響にも着目す
るようになってきた。
　産業保健分野におけるWLB研究では，育児
や介護中の労働者を主な対象として，WLBと
健康との関連が検討されてきた。それらの研究
では両者のバランスに関する指標の 1つとして，
ワーク・ファミリー・コンフリクト（Work-
Family Confl ict：以下，WFC）という概念が
用いられている。WFCは「仕事での役割と家
庭での役割が相互にぶつかり合うことから発生
する役割葛藤」と定義されており，Kahnら3）に
よって提唱された。WFCの考え方は「人間が
もつ時間や能力は有限であり，役割が増えると
1つの役割にさく時間や能力が足りなくなる」
という欠乏仮説4）で説明され，役割が増えるこ
とで役割間に葛藤が生まれることを想定してい
る。WFCと同様の概念にネガティブ・スピル
オーバー（Negative Spillover）があるが，い
ずれも 2 つの方向性，つまり仕事から家庭
（例：「仕事が忙しく家族との時間を取れな
い」；Work-to-family Negative Spillover以 下，
WFNS），および家庭から仕事（（例:「家庭の

問題で悩んでおり仕事に集中できない」；
Family-to-work Negative Spillover以下，FWNS）
の双方向性を有している。
　ネガティブ・スピルオーバーとその関連要因
については，先行要因として職場や家庭の量
的・感情的負担がネガティブ・スピルオーバー
を上昇させ，職場や家庭の裁量権やサポートが
ネガティブ・スピルオーバーを低減すること，
などが明らかになっている5）。一方，結果要因
としては，健康（身体的・精神的）や満足感
（仕事・家庭），パフォーマンスなどが取り上
げられている。特に精神的健康については，抑
うつや不安障害6）-8），心理的ストレス反応9）10）や
バーンアウト11）12）などの指標が検討されており，
ネガティブ・スピルオーバーがこれらの上昇に
つながることが示唆されている。
　一方，「複数の役割を持つことで相乗効果が
生まれる」という概念が，ポジティブ・スピル
オーバー（Positive Spillover）である。仕事生
活と家庭生活とを両立することで相互の役割に
良い影響を及ぼしあうことに注目した概念であ
り「人間がもつ時間や能力は拡張的で，役割が
増えると収入や経験，自己実現やよりどころが
増える」という役割増大仮説13）から発展した。
ポジティブ心理学への関心によって近年着目さ
れているが，対概念であるネガティブ・スピル
オーバーに比べ，エビデンスの蓄積が少ないの
が現状である。ネガティブ・スピルオーバーと
同様に， 2 つの方向性，つまり仕事から家庭
（例：「仕事がうまくいっていることが私生活
の充実につながる」Work-to-Family Positive 
Spillover以下，WFPS）と，家庭から仕事（例：
「母親としての受容的な態度が仕事面でも活用
される」Family-to-Work Positive Spillover：
以下，FWPS）の双方向性を有している。同義
の概念にエンハンスメント （Work-Family 
Enhancement）やエンリッチメント（Work-
Family Enrichment）などがあるが，概念上の
区別はあいまいである。
　ポジティブ・スピルオーバーとその関連要因
については，先行要因として職場や家庭の量
的・感情的負担がポジティブ・スピルオーバー
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を低減すること，職場や家庭の裁量権やサポー
トがポジティブ・スピルオーバーを上げること，
などが想定されている。一方，結果要因として
健康（身体的・精神的）や満足感（仕事・家
庭），パフォーマンスなどが挙げられ，ポジ
ティブ・スピルオーバーがこれらの向上につな
がることが示唆されている7）14）15）。
　以上のように産業保健領域におけるWLB研
究では，指標の確立，関連要因の検討など着実
なエビデンスの蓄積が進んでいる。しかしこれ
までの研究の多くが①主に欧米を中心に行われ
ており，日本人を対象とした研究が少ないこと，
②ネガティブ・スピルオーバーのみに着目した
ものが多く，ポジティブ・スピルオーバーを含
む多面的なWLBを考慮した研究が少ないこと，
③一時点の横断データに基づく研究が多いため，
要因間の因果関係の特定や，WLBの長期的健
康影響を検討することが困難なこと，などの限
界点を持っている。
　本研究では日本の未就学児を持つ共働き夫婦
に焦点をあて，彼（女）らのネガティブ・スピ
ルオーバーおよびポジティブ・スピルオーバー
が精神的健康に与える影響を， 1年 2カ月の縦
断調査データを用いて検討することを目的とし
た。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　調査対象
　本研究は東京大学WLBと健康に関する調査
研究：Tokyo Work-family INterface（TWIN）
Studyの一部である。TWIN Studyは，東京某
区の区立・私立保育園に子どもを通わせる共働
き夫婦を対象として，夫婦のWLB，仕事・家
庭状況，健康のほか，子の養育環境や発達との
関係を検討した大規模縦断研究である。本研究
では個人のWLBが 1 年後の精神的健康に及ぼ
す影響の検討を目的として，2008年（ベースラ
イン調査）および2009年（フォローアップ調
査）の縦断データを用いた。
　ベースライン調査（以下，Ｔ1：2008年11月
実施）では，区の保育課を通じ，区立・私立保

育園（全82園）に本研究の調査主旨，方法，倫
理的配慮に関する文書を送付し，81園から同意
を得た。その後保育園を通じ8,964通の調査票
を配布した結果，2,992名より回答を得た（回
答率33.4％）。このうち共働きで，主要変数に
欠損値のない2,346名をＴ1 データの分析対象
とした。フォローアップ調査（以下，Ｔ2：
2010年 1 月実施）では，ベースライン調査時に
次年度の調査参加に同意した1,466名に調査票
が配布され，963名が回答した（追跡率65.7％）。
　本研究では，両調査の有効回答者894名（男
性394名，女性500名）を分析対象とした。

（ 2）　倫理的配慮
　本研究は，東京大学大学院医学系研究科倫理
委員会の承認を得て行われた（承認番号3245）。

（ 3）　分析変数
　本研究で分析に用いた変数はWLB変数，仕
事および家庭領域変数，精神的健康，基本属性
である。
　1）　WLB変数
　WLBは，オランダで開発されたSWING
（Survey Work-home Interaction-NijmeGen）
22項目版16）で測定した。WFNSは「仕事が大変
で，家庭でイライラしてしまう」など 8 項目
（男女ともにα＝0.84），FWNSは「家庭の問
題で悩んでいるために，仕事に集中するのが難
しい」など 4 項目（男性α＝0.82；女性α＝
0.76），WFPSは「仕事で培ったスキルによっ
て，家庭での作業（家事など）もよりうまくこ
なすことができる」など 5 項目（男性α＝
0.75；女性α＝0.73），FWPSは「妻・家族・
友人と楽しい週末を過ごした後は，仕事もより
楽しく感じる」など 5項目（男性α＝0.86；女
性α＝0.84），から構成され，それぞれ 4 件法
（ 0＝全くない，から， 3＝いつもある）で回
答が求められた。
　2）　仕事および家庭領域変数
　　①　仕事の負担
　仕事の量的負担17）（「非常にたくさんの仕事を
しなければならない」など）は 4項目から構成



第59巻第15号「厚生の指標」2012年12月

―　 ―13

され， 5件法（ 1＝全くない，から， 5＝いつ
もある）で回答が求められた（男性α＝0.89；
女性α＝0.90）。
　　②　仕事の資源
　仕事の資源は，職業性ストレス簡易調査票
（BJSQ：Brief Job Stress Questionnaire）18）か
ら，仕事の裁量権と職場サポートに関する下位
尺度を用いて測定された。仕事の裁量権（コン
トロール）は「自分のペースで仕事ができる」
など 3項目から構成され， 4件法（ 1＝ちがう，
から， 4＝そうだ）で回答が求められた（男性
α＝0.75；女性α＝0.72）。また職場サポート
は，「あなたが困った時，上司はどのくらい頼
りになりますか」などの上司サポートと「あな
たが困った時，職場の同僚はどのくらい頼りに
なりますか」などの同僚サポートについて，そ
れぞれ 3項目から構成され， 4件法（ 1＝全く
ない，から， 4＝非常に）で回答が求められた
（男女ともにα＝0.84）。
　　③　家庭の負担
　家庭の負担は，仕事負担の対尺度として開発
され19），「家庭でやること（家事や家族の世話）
がたくさんある」など 4項目から構成され， 5
件法（ 1＝全くない，から， 5＝いつもある）
で回答が求められた（男性α＝0.77；女性α＝
0.81）。
　　④　家庭の資源
　家庭の資源は，家庭での裁量権および家族か
らのサポートを用いて測定した20）。家庭での裁
量権（コントロール）は「家庭では物事を自分
のやりたいようにする自由がある」など 4項目
から構成され， 5件法（ 1＝全くない，から，
5＝いつもある）で回答が求められた（男性α
＝0.78；女性α＝0.79）。また家族からのサ
ポートは「妻は必要に応じて，できることをし
て助けてくれる」など 4項目から構成され， 5
件法（ 1＝全くない，から， 5＝いつもある）
で回答が求められた（男性α＝0.87；女性α＝
0.88）。
　3）　心理的ストレス反応
　KesslerらによるK 6 尺度が用いられた21）。過
去30日間にどのくらいの頻度で「神経過敏に感

じましたか」「自分は価値のない人間だと感じ
ましたか」など心理的ストレス反応の体験を問
う 6項目から構成され，それぞれ 5件法（ 1＝
全くない，から， 5＝いつもある）で回答が求
められた（Ｔ1：男女共にα＝0.90，Ｔ2：男女
ともにα＝0.89）。
　4）　基本属性
　本研究では年齢，婚姻状況（既婚，未婚，離
婚，死別），子どもの数，末子年齢，職業（会
社員，公務員・教員，自営業，その他），雇用
形態（正規雇用，非正規雇用）を分析に用いた。

（ 4）　解析
　解析は，フォローアップ時の心理的ストレス
反応を従属変数とする階層的重回帰分析22）を男
女別に行った。独立変数はすべてベースライン
時（Ｔ1）のものを使用し，以下のステップで
追加投入した。ステップ 1では，前述の基本属
性（Ｔ1）をすべて投入した。ステップ 2 では，
ステップ 1 に加えて心理的ストレス反応（Ｔ
1）を追加投入した。ステップ 3 では，ステッ
プ 2に加えて，仕事領域変数（量的負担，裁量
権，サポート）（Ｔ1）を追加投入した。ステッ
プ 4ではステップ 3に加えて家庭領域変数（量
的負担，裁量権，サポート）（Ｔ1）を追加投

表 1　解析対象者の基本属性
男性（Ｎ＝394） 女性（Ｎ＝500）

人数 ％ 平均値 標準偏差 人数 ％ 平均値標準偏差

年齢1） 38.1 5.1 36.3 4.1 
子どもの数
　 1人 187 46.1 238 47.4 
　 2 170 41.9 205 40.8 
　 3 42 10.3 52 10.4 
　 4人以上 1 0.2 4 0.8 
　未回答 6 1.5 3 0.6 
末子年齢 2.3 1.5 2.3 1.5 
職業
　会社員 287 70.7 314 62.5 
　公務員・教員 45 11.1 65 13.0 
　自営業 41 10.1 45 9.0 
　その他 26 6.4 75 14.9 
　未回答 7 1.7 3 0.6 
雇用形態
　正規雇用 372 91.6 365 72.7 
　非正規雇用 22 5.4 134 26.7 
　未回答 12 3.0 3 0.6 

注　1）　範囲はそれぞれ男性：24～59歳；女性：22～49歳
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入した。最後にステップ 5ではワーク・ファミ
リー・スピルオーバー変数（WFNS，FWNS，
WFPS，FWPS）（Ｔ1）を追加投入した。解析
にはSPSS17.0J（Windows版）を用いた。

Ⅲ　結　　　果

　表 1に男女別の基本属性の結果を示す。平均
年齢は男性38.1（±5.1）歳, 女性36.3（±4.1）
歳であった。職業に関しては，会社員の割合が
男性で71％，女性で63％である。雇用形態に関
しては，男性の92％が正規雇用であるのに対し，
女性は73％にとどまっていた。
　次に表 2に各変数の平均値と標準偏差および
変数間の相関係数行列を示す。アウトカムであ
る心理的ストレス反応（Ｔ2）と比較的強い関
連（r＞0.50）が認められた変数は女性の心理
的ストレス反応（Ｔ1）であった（r＝0.53）。
説明変数に関しては，男性では仕事の量的負担
とWFNS（r＝0.53）との間，WFPSとFWPS
（r＝0.69）との間，女性ではWFPSとFWPS
（r＝0.67）との間において，比較的強い関連
（r＞0.50）が認められた。
　さらに表 3に階層的重回帰分析の結果を示す。
表には，それぞれのステップごとのR2乗とそ
の変化量，ステップ 5での各変数の標準化偏回
帰係数を示した。各ステップのR2乗変化量に関
して，男性のステップ 1から 2，女性のステッ

プ 1から 2，ステップ 3から 4において有意な
増加が認められた。ステップ 5では，基準変数
である 1年後の心理的ストレス反応に対して，
男性・女性ともに，ベースライン時の心理的ス
トレス反応が最も大きな説明力を有していた
（それぞれ20.2％，29.1％）。また男性におい
ては，ステップ 5におけるWFNS（仕事から家
庭へのネガティブなスピルオーバー）が 1年後
の心理的ストレス反応と有意な正の関連を示し
ていた（β＝0.17，p＝0.008）。一方，女性に
おいては，いずれのネガティブ・スピルオー
バー変数も， 1年後の心理的ストレス反応と有
意な関連を示さなかった。しかしながら家庭の
量的負担と 1年後の心理的ストレス反応が正の
関連を（β＝0.14，p＝0.002），家庭での裁量
権が 1年後のストレス反応と負の関連を（β＝
－0.10，p＝0.031）示していた。なお，ポジ
ティブ・スピルオーバー変数は，男女ともに 1
年後の心理的ストレス反応と有意な関連を示さ
なかった。

Ⅳ　考　　　察

　本研究では，男性では仕事から家庭へのネガ
ティブなスピルオーバーが約 1年後の心理的ス
トレス反応の高さに関連している一方，女性で
は家庭の量的負担と裁量権が約 1年後の心理的
ストレス反応に関連していた。ポジティブ・ス

表 2　各変数の平均値・標準偏差
男性 女性

1 2 3 4
平均値 標準

偏差 平均値 標準
偏差

1．仕事の量的負担 13.1 4.1 12.5 4.4 1 -0.36 *** -0.14 ** 0.22 ***
2 ．仕事の裁量権 8.4 2.0 8.1 2.0 -0.20 *** 1 0.28*** -0.09 
3 ．職場でのサポート 15.9 3.6 16.5 3.8 -0.05 0.32 *** 1 -0.09 
4 ．家庭の量的負担 14.6 4.0 19.6 4.2 0.23 *** 0.01 -0.09 1 
5 ．家庭の裁量権 11.9 3.1 13.4 3.6 -0.09 0.22 *** 0.17 *** -0.21 ***
6 ．家庭でのサポート 13.3 3.7 13.2 4.3 -0.01 0.09 0.24 *** -0.21 ***
7 ．WFNS 7.8 4.4 6.7 4.4 0.43 *** -0.12 ** -0.23 *** 0.30 ***
8 ．FWNS 1.4 1.9 0.9 1.4 0.04 -0.03 -0.16 ** 0.12 **
9 ．WFPS 6.1 3.0 6.7 3.1 0.14 ** 0.13 ** 0.13 ** 0.01 
10．FWPS 7.5 3.7 8.5 3.7 0.08 0.09 0.24 *** 0.02 
11．心理的ストレス反応（Ｔ1） 9.1 4.2 9.2 4.3 0.20 *** -0.18 *** -0.32 *** 0.18 ***
12．心理的ストレス反応（Ｔ2） 10.4 4.5 10.8 4.7 0.14 ** -0.19 *** -0.26 *** 0.22 ***

注　1）***ｐ＜0.001，**ｐ＜0.01，*ｐ＜0.05
　　2）　相関係数は右上半分が男性，左下半分が女性
　　3）　WFNS：ワーク・ファミリー・ネガティブ・スピルオーバー　FWNS：ファミリー・ワーク・ネガティブ・スピルオーバー
　　　　WFPS：ワーク・ファミリー・ポジティブ・スピルオーバー　FWPS：ファミリー・ワーク・ポジティブ・スピルオーバー
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ピルオーバーは，男女ともに約 1年後の心理的
ストレス反応と有意な関連を示さなかった。
　男性においては，基本属性および仕事・家庭
領域変数を調整してもなお，仕事から家庭への
ネガティブなスピルオーバーが 1年後の心理的
ストレス反応に関連していることが明らかに

なった。これは，同じTWIN studyのベースラ
インデータを用いた横断研究の結果とも一致し
ている23）ほか，スピルオーバーと健康との関連
を検討した複数のメタ分析24）25）とも一致した結
果である。さらに本研究は縦断データを用いた
ものであり，仕事から家庭へのネガティブなス

および変数間のピアソン相関係数行列

5 6 7 8 9 10 11 12

-0.03 0.06 0.53 *** 0.16 ** 0.08 0.09 0.23 *** 0.14 **
0.13 * -0.01 -0.30 *** -0.15 ** 0.08 0.06 -0.27 *** -0.15 **
0.08 0.15 ** -0.13 * -0.13 ** 0.11 * 0.15 ** -0.27 *** -0.20 ***
-0.20 *** -0.08 0.24 *** 0.27 *** 0.07 0.02 0.15 ** 0.10 *

1 0.32 *** -0.15 ** -0.13 ** 0.24 *** 0.10 * -0.09 -0.06 
0.31 *** 1 -0.00 -0.16 ** 0.18 ** 0.15 ** -0.11 * -0.10 
-0.17 *** -0.16 ** 1 0.40 *** 0.02 -0.01 0.34 *** 0.26 ***
-0.10 * -0.19 *** 0.30 *** 1 0.08 0.02 0.43 *** 0.27 ***
0.22 *** 0.18 *** 0.04 0.01 1 0.69 *** -0.02 -0.03 
0.15 ** 0.14 ** 0.00 -0.06 0.67 *** 1 -0.07 -0.03 
-0.25 *** -0.22 *** 0.41 *** 0.38 *** -0.08 -0.13 ** 1 0.49 ***
-0.22 *** -0.13 ** 0.27 *** 0.24 *** -0.07 -0.08 0.53 *** 1 

表 3　 1年後の心理的ストレス反応に対する階層的重回帰分析（Ｎ＝894）
男性（Ｎ＝394） 女性（Ｎ＝500）

β2） R2 R2変化量 β2） R2 R2変化量

ステップ 1 0.04 * 0.02 
　年齢 -0.09 -0.05 
　婚姻状況3） -0.05 0.04 
　子どもの数 0.01 -0.07 
　末子年齢 0.05 0.06 
　職業4） 0.04 0.04 
　雇用形態5） 0.10 0.03 
ステップ 2 0.24 *** 0.20 *** 0.32 *** 0.29 ***
　心理的ストレス反応 0.38 *** 0.46 **
ステップ 3 0.25 *** 0.01 0.33 *** 0.01 
　仕事の量的負担 -0.01 0.01 
　仕事の裁量権 0.03 -0.07 
　職場でのサポート -0.06 -0.04 
ステップ 4 0.25 *** 0.00 0.35 *** 0.03 **
　家庭の量的負担 0.01 0.14 **
　家庭の裁量権 0.03 -0.10 *
　家庭でのサポート -0.02 0.04 
ステップ 5 0.27 *** 0.02 0.36 *** 0.00 
　WFNS 0.17 ** -0.01 
　FWNS 0.02 0.02 
　WFPS 0.04 0.06 
　FWPS -0.03 -0.04 

注　1）　***ｐ＜0.001，**ｐ＜0.01，*ｐ＜0.05
　　2）　最終ステップ（第 5ステップ）における標準化偏回帰係数
　　3）　婚姻状況：既婚，未婚，離婚，死別 
　　4）　職業：会社員，公務員・教員，自営業，その他 
　　5）　雇用形態：正規雇用，非正規雇用
　　6）　WFNS，FWNS，WFPS，FWPS：表 2注3）と同じ
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ピルオーバーが 1年後の心理的ストレス反応に
長期的な悪影響を及ぼすことが示唆されたこと
は重要である。欧米のいくつかの縦断研究で，
仕事から家庭へのネガティブなスピルオーバー
の健康への悪影響が明らかにされている26）-28）が，
日本人を対象とした本研究においても男性で同
じ結果が示された。本研究の対象者の特徴であ
る，都心部での居住，子育て世代，正規雇用，
有職者の妻を持つことは，専業主婦の妻を持つ
男性労働者に比べ，家事や育児に参加する必要
性が多いことにつながる。仕事が忙しいことで，
思うように家事や育児に関わることができない
ジレンマ（＝仕事から家庭へのネガティブなス
ピルオーバー）が 1年後の心理的ストレス反応
を高めた可能性が示唆される。フレックス勤務
や時間短縮勤務，テレワークや育児休暇制度な
ど，企業側も様々なWLB推進施策を行ってい
る。これらの試みは主に女性社員のものととら
えられがちであるが，本研究の結果をみると男
性社員にとっても，これらの支援を上手に利用
しながら，仕事の忙しさや負担感，仕事でのス
トレスフルな体験などを家庭に持ち越さない取
り組みの重要性が求められる。
　一方，女性においては，どのスピルオーバー
も 1年後の心理的ストレス反応には関連してい
なかった。前述のスピルオーバーと健康との関
連を示すメタ分析のように，先行研究では女性
においてもスピルオーバーと精神的健康の有意
な関連を見いだしているものが多い15）25）。本研
究は，これまでの国内外の知見とは若干異なる
結果を示している。スピルオーバー以外の変数
では，仕事領域変数を調整してもなお，家庭の
量的負担が 1年後の心理的ストレス反応の高さ
に，家庭での裁量権が 1年後の心理的ストレス
反応の低さに関連していることが明らかになっ
た。本研究の女性対象者は，仕事役割と家庭役
割との間で葛藤を経験し，それがストレス反応
につながるよりはむしろ，家庭役割での負担や
裁量権そのものが精神的健康に影響を及ぼす可
能性がある。これは共働き世帯でありながらも，
女性が家事・育児などのケアを主に担当してい
るというわが国の特徴からくるものかもしれな

い。家庭役割での慢性的な負担が増えるほど心
理的ストレス反応が高くなったのに対して，家
庭役割を遂行する際の裁量権が大きくなるほど
心理的ストレス反応が低くなったことから，共
働き女性の精神的健康の向上を図る際には，仕
事と家庭間のスピルオーバーよりはむしろ，彼
女らの家庭役割に着目することが，より重要と
言える。例えば，国や地方自治体による働く女
性の家庭役割への支援策などにより，共働き女
性の精神的健康が改善することが考えられる。
あるいは，認可保育園の保育時間延長や夜間保
育の拡充，民間のサポート利用補助助成なども
有効かもしれない。雇用側のファミリー・フレ
ンドリー施策（社内保育園，家族への福利厚生
など）も家庭の負担を軽減し，裁量権を増やす
ことで，共働き女性の精神的健康を改善するこ
とにつながるかもしれない。
　以上の結果は，共働き夫婦の精神的健康を考
える際，男女別に異なる要因に注目することの
重要性を示唆している。共働き世帯が増え，男
女が同等に労働も家事・育児も分担している家
庭が増えているとはいえ，従来の性役割ごとの
分業意識や，国や文化，地域による特性を考慮
しながら，労働者のWLBと健康を考えていく
ことが必要である。
　本研究では男女ともに，ポジティブなスピル
オーバーはいずれも 1年後の心理的ストレス反
応に影響を及ぼしていなかった。海外の先行研
究からは，仕事と家庭における多重役割を通じ
てポジティブなスピルオーバーを自覚し，それ
らが精神的健康に良い影響を及ぼしている可能
性が示唆されている15）。本研究で仕事から家庭
へのポジティブなスピルオーバーが心理的スト
レス反応に関連しなかった理由として，本研究
の対象者が保育園に子どもが通う共働き夫婦に
限定したことが影響した可能性がある。子ども
を持つ共働き夫婦では，仕事と家庭役割との葛
藤が生じやすく，仕事から家庭へのポジティブ
なスピルオーバーによるメリットを享受するま
での余裕がないのかもしれない。また本研究で
の健康アウトカムが抑うつ，不安などの心理的
ストレス反応のみであることも理由の 1つであ
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る。もし満足度や幸福感などのポジティブなア
ウトカムへの影響を検討していれば，ポジティ
ブなスピルオーバーが関連した可能性もある。
これらの点について，対象者を広げた研究や，
多様な健康関連アウトカムを用いた研究がさら
に必要である。少子高齢化や共働き世帯のさら
なる増加が予想されるわが国でこそ，介護や育
児などの家庭役割と仕事役割との間のポジティ
ブなスピルオーバー効果を見つけ，それらが精
神的健康に及ぼす良い影響を検討するなど，さ
らなる知見の集積が望まれる。
　本研究にはいくつかの限界がある。第一に回
答率が低いことである。忙しい共働き子育て世
帯を対象にしていることや，地域をフィールド
とした縦断研究であるため回答率の減少が避け
られないのが現状である。仕事・家庭役割で多
忙な人ほど回答できないことや精神的健康の低
い人ほど回答できないことによる選択バイアス
が発生している可能性も否めない。今後は回答
方法の簡略化，質問項目の縮小などを検討する
必要がある。
　第二の限界は，すべての項目が質問紙による
主観的指標のみによって測定された点にある。
今後は他者評価，健康診断等の客観指標などを
用いることも必要であろう。
　第三は，一般化可能性に対する限界である。
すでに述べたように，本研究は対象者を東京都
内某区の保育園に子どもが通う共働き夫婦に限
定したため，結果の一般化可能性には注意が必
要である。今後は，他地域（地方都市など）で
の研究や子どものいない共働き世帯のWLBと
精神的健康との関連についても検討していく必
要がある。
　以上の限界点はあるが，本研究は日本で初め
てネガティブおよびポジティブなスピルオー
バーと心理的ストレス反応との関係を縦断研究
で明らかにしたものである。男性においては仕
事から家庭へのネガティブなスピルオーバーが，
女性においてはスピルオーバーではなく家庭要
因が， 1年後の心理的ストレス反応に関連して
いることが明らかになった。ポジティブ・スピ
ルオーバーは，男女ともに約 1年後の心理的ス

トレス反応と有意な関連を示さなかったが，さ
らに研究が必要と思われた。
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